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１．研究計画の概要
本共同研究の目的は、日本国憲法が政治・

社会・法の分野においてもつ、あるいはもつ
べき憲法の規範力について考察することに
ある。日本国憲法は制定後 60 年を経過し、
さらに 21 世紀の日本の政治と社会も発展し
ようとしている。このような日本の政治・社
会の転換期において、日本国憲法は政治や社
会の現実に対してどのような規範力をもっ
ているか、あるいは、現実の政治や社会をど
のように規律すべきかを多角的に考察する
ことは、政治・社会の基礎法としての憲法
の意義を再認識し再検討するうえできわめ
て重要な憲法学的作業である。

２．研究の進捗状況
本研究では、憲法学の立場からのみ憲法の

規本研究では、憲法学の立場から憲法の政
治・社会に対する規範力を法哲学的・法社会
学的に考察するほか、民事法学、刑事法学、
訴訟法学、国際法学などの他の法律・社会科
学・法学の分野との対話を試みており、これ
らの他の学問分野との間での対話によって
憲法の規範力を考察してきた。そして、各方
面の研究者を招いて報告と討論を行い、各分
野からみた憲法の規範力を解明してきてい
る。総じて、各法分野は独自の体系の法理論
を有しているが、同時に、その程度はさまざ
まであるが、憲法との関連はきわめて強いと
いえる。
本研究は比較憲法的方法として、ドイツ憲法
学およびドイツ基本法との比較研究を行っ
てきた。ドイツは、戦後の政治過程の点で日
本との類似性が指摘されるが、他方、憲法政
治の実際の面では、憲法の規範力の貫徹とい
う点で日本と相当の違いがある。また、ド

イツ憲法学と他の社会科学・法学との討議と
いう点でも、ドイツ連邦憲法裁判所の判例を
通じて相互の交流がある。もっとも、ドイツ
連邦憲法裁判所は憲法以外の法分野の裁判
所の判決に対して相当に関与しているが、そ
れに対しては他の法分野からは批判もみら
れる。さらに、ドイツでは､他のヨーロッパ
諸国と同様に、EU 法の国内実施が大きな課
題となっており、憲法とＥＵ法との関係が理
論的にも実務においても重要な争点となっ
ている。以上のドイツの状況について、本研
究では、これまでフライブルク大学ヴュルテ
ンベルガー教授グループとの共同研究(2009)
をはじめ、ドイツ憲法学教授との日本・ドイ
ツでの対話に努めてきており、その成果がま
とまりつつある。

３．現在までの達成度
これまでの共同研究の積み重ねによって、

憲法が他の法・法学分野に対して大きな規範
力をもっており、他方で、他の法・法学分野
からも憲法および憲法学に対して理論的交
流と憲法の援用を試みるという見解がすく
なからず見受けられることが十分に認識さ
れた。

４．今後の研究の推進方策
憲法いと他の法・法分野との理論的交流を

深め、相互に共通する法理論をまとめあげて
いくことが今後の課題である。比較研究をさ
らに追求し、理論的で総合的な体系化がめざ
されるべきである。
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